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つわの

5 月のゴールデンウィーク中に開催された麓耕つつじ祭り
の会場で披露された石見神楽。開催期間中には町内外から
多くの人が訪れ、綺麗に色づいたつつじに囲まれながら鑑
賞する迫力の石見神楽に多くの拍手が送られました。
（写真は日原神楽保存会による「大蛇」の一場面）
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教育委員
役職 氏名 委員の任期

委 員 長 洗 川 紀 子 平 成 20 年 12 月 6 日 か ら 平 成 24 年 12 月 5 日
委 員 大 内 宗 泰 平 成 22 年 12 月 6 日 か ら 平 成 26 年 12 月 5 日
委 員 財 間 至 宏 平 成 21 年 12 月 6 日 か ら 平 成 25 年 12 月 5 日
委 員 前 田  宏 平 成 22 年　3 月 9 日 か ら 平 成 25 年 12 月 5 日
教 育 長 齋 藤  誠 平 成 19 年 12 月 6 日 か ら 平 成 23 年 12 月 5 日

固定資産評価審査委員
役職 氏名 委員の任期

委 員 長 竹 内 精 一 平 成 20 年 12 月 6 日 か ら 平 成 23 年 12 月 5 日
職 務 代 理 者 田 淵 晴 男 平 成 20 年 12 月 6 日 か ら 平 成 23 年 12 月 5 日
委 員 草 田 吉 丸 平 成 20 年 12 月 6 日 か ら 平 成 23 年 12 月 5 日

選挙管理委員
役職 氏名 委員の任期

委 員 長 山 下  淳 平 成 21 年 12 月 19 日 か ら 平 成 25 年 12 月 18 日
職 務 代 理 者 大 羽  博 平 成 21 年 12 月 19 日 か ら 平 成 25 年 12 月 18 日
委 員 石 川 喜 已 平 成 21 年 12 月 19 日 か ら 平 成 25 年 12 月 18 日
委 員 平 野 政 子 平 成 21 年 12 月 19 日 か ら 平 成 25 年 12 月 18 日

農業委員
役職 氏名 委員の任期

会 長 青 木 幸 信 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
職 務 代 理 者 柳 井 良 仁 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 永 田 寿 秋 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 上 田 徳 美 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 平 川  巖 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 阿 部 谷 夫 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 草 田 吉 丸 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 板 垣 福 末 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 中 田 勝 昭 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 森 田  穣 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 倉 田 勝 己 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 石 橋 宗 人 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 水 津  正 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 河 田 寿 樹 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 宮 藤 敏 典 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 原 田 文 雄 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 吉 崎 初 義 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 沖 野 幸 夫 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 京 村 ま ゆ み 平 成 22 年 7 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 田 中 正 明 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日
委 員 糸 賀 盛 人 平 成 20 年 12 月 1 日 か ら 平 成 23 年 11 月 30 日

監査委員
役職 氏名 委員の任期

代 表 監 査 委 員 水 津  正 平 成 21 年 12 月 6 日 か ら 平 成 25 年 12 月 5 日
議会選出監査委員 河 田 隆 資 平 成 22 年 5 月 12 日 か ら 平 成 26 年 4 月 30 日

いろんな行事・イベントを広報担当者が取材にいきます
町内でがんばっている皆さんの姿、身近な出来事、話題を教えてください

平成 23 年 5 月 22 日発行
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様々なイベントに観光客は大喜び！

流鏑馬神事、観光客を魅了

社会福祉の増進に貢献

旧堀氏庭園修復完了

賑わったゴールデンウィーク

迫力の伝統神事

長年の功績を表彰

5 年ぶりの一般公開

今年のゴールデンウィークは概ね気候にも恵
まれました。町内各所ではさまざまなイベントが
催され、多くの観光客で賑わいを見せていました。
広島から訪れた方に話を聞いてみると「（東北

の）震災があって、外出は控えようと思っていたが、
天気も良いし、経済の活性化に少しでもつなが

４月10日、鷲原八幡宮で流鏑
馬（やぶさめ）神事が行われ多く
の観客が訪れました。
今年の神事は晴天に恵まれ、会

長年、民生委員・児童委員として活動
されてきた功績が認められ安野明夫さん
（東一）と中野ヒサエさん（小直）のお
二人が厚生労働大臣と全国民生委員児
童委員連合会会長のそれぞれから表彰を
受けられました。5月6日には町役場にて
お二人に表彰状が下森町長から代理で渡
され、町長からは長年の取り組みに対す
る感謝の言葉が送られました。

下森町長から表彰状をうけとる安野さん（写真右）と中野さん（写真左）

4月14日、58ヶ月間にわたる
旧堀氏庭園の主屋などの修復工
事の完了を記念して竣工式が行わ

1.大勢の観光客で賑わう殿町通り
　２．麓耕つつじ祭りには期間中
約800人の方が訪れました　３．
つつじ祭りを楽しむ子どもたち　
４．アンペルマングッズを扱うお

１

５２ ３ ４

場には桜が咲きほこり、
伝統の神事を一目みよ
うと訪れた観光客を楽し
ませました。

れました。
庭園は4月
23日から一
般公開が行
われていま
す。

ればと思い津和野に来まし
た。（殿町の）町並みもキ
レイで思い切って来て良か
った。」と話していました。

店の前で記念撮影　５．道の駅なごみの里での神楽公演

営業課　広報係☎74-0092
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４
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２
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収
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．
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融
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で
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か
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口
座
振
替

で
支
払
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
を
始
め
る
に
は
手
続
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す
。
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収
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収
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保険料の支払いができる窓口
ゆうちょ銀行
（町内） 山陰合同銀行

ＪＡ西いわみ 西中国信用金庫

役場・出納室
（本庁）

役場・総合窓口
（津和野庁舎）

保険料の支払いは
口座振替が便利です

役場や金融機関等にある『口座振替依

頼書』に必要事項を記入し、金融機関

へ提出すれば手続きができます。

【手続きに必要なもの】
①口座振替を希望する口座の通帳
②上記の口座で使っている通帳印

【取扱い金融機関】
ゆうちょ銀行
（町内） 山陰合同銀行

ＪＡ西いわみ 西中国信用金庫

手続き
カンタン

費用を安くする
方法がないのかな 突然の入院で、

お金が払えない

減
げんがくにんていしょう

額認定 証 をご利用ください

そんな入院費用の支払いに困る前に

□減額認定証とは
正式には「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と呼びます。
この認定証を病院などの医療機関にかかるとき窓口等に提示すると、入院や外来時の医療費
や入院時の食事代などの費用の軽減を受けられるようになります。

□毎年更新が必要です
現在、「限度額適用認定証」または「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」

の交付を受けている人は、7 月 31 日までしか使用できません。 
8 月 1 日以降も引き続き適用を受けるためには、申請が必要です。7 月中に更新の通知を

郵送しますので、必要な人は申請を行ってください。
なお、8 月 1 日以降に申請をした場合は、申請をした月の翌月 1 日からの適用となります。
また、これまで交付を受けていなかった方でも、交付を希望される場合は、いつでも申請

することができます。

□認定を受けられる対象者
対象となる方の条件は以下の通りです
①後期高齢者医療制度に加入している
②認定をうける本人の世帯が、住民税非課税世帯であること
本人が住民税非課税でも、家族（夫や子など）が住民税課税で、同じ世帯である場合は対象とはならないの

で注意して下さい。

減額認定証を利用したときの必要となる医療費の限度額

区分 自己負担限度額（世帯）
入院+外来 食事代外来

（個人ごと）

現役並み所得者
（３割負担の方） 44,400 円

80,100 円 +（医療費
-267,000 円）× 0.01 または

44,400 円（※）
260円

１割負
担の方

一般 12,000 円 44,400 円 260円

低所得者	
（住民税
非課税）

低所得Ⅱ 8,000 円 24,600 円
210円
または

160円（※）
低所得Ⅰ 15,000 円 100円

※この金額は、多数該当（過去 12ヶ月に 3回以上高額療養費の支給を受け 4回目の支給に該当）の場合
の限度額です。
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6 月４日から 10日は

歯の衛生週間です
平成 23年度スローガン

～みがこうよ　未来へつながる　じょうぶな歯～

歯周病セルフチェック

毎年６月４日から１０日までは『歯の衛生週間』です。これは、歯の衛生に関する正しい知
識の普及啓発をするとともに、歯科疾患の早期発見・早期治療を徹底して皆さんの健康の保
持増進につなげるため、厚生労働省や全国歯科医師会などが実施しています。

歯周病は、歯と歯肉との境目に歯垢がたまるこ
とから起こります。歯周病などの歯の疾患は、繁
殖した細菌が粘膜や血液を通って全身に回り、動
脈硬化・高血圧・糖尿病など、全身の病気の引き
金になると言われ、男女ともに 50歳代から歯周
病の可能性が高くなります。
アンケートチェックは右記の９問です。この内
１つ以上に該当すると歯周病の可能性があり、３
つ以上で進行した歯周病のおそれがあります。以
前行った歯周病アンケートにおいて、男女ともに
60 ～ 70 歳代にかけて 3つ以上に該当する方が
多く見られました。
定期的な歯科健診を受けていない、または症状
があるにも関わらず受診されていない方が多いこ
とが分かります。歯や口腔を大切にしましょう！

このうち①と②に関して、平成 22年度に行った歯科アンケートの結果について下記のよう
なことが分りました。

最近の歯ミガキ粉のほとんどにフッ
素がはいっています。
≪フッ素の効果≫
・歯を強くする
・溶けかけた歯の表面を再生化する
・虫歯を予防する

30～70 歳代の７～８割の方は定期的に歯科受診をされていないことが分かりました。
身体の基本健診と一緒で年に１回以上は歯科健診を受けましょう。

歯ミガキ粉のパッケージに
使用されている歯ミガキ剤
の裏の表示をみて「モノフ
ルオロリン酸ナトリウム」
とあれば、フッ素が入って
います。

フッ素入り歯ミガキ粉の見分け方

津和野町においても［健康つわの２１］計画の中で５つの目標をたてています。

①フッ素入り歯みがき粉の利用者を増やす
②定期的に歯科検診を受ける人を増やす
③１日１回はていねいに歯みがきをする人を増やす
④むし歯のない子を増やす
⑤仕上げみがきをする親を増やす

①６割以上の人がフッ素入り歯
ミガキ粉を使用しています

②定期的な歯科検診はあまりされていない

□歯ぐきに赤く腫れた部分がある
□歯と歯の間の歯ぐきが鋭角的な三角形ではなく、
おむすび型になっている部分がある

□口
こうしゅう
臭が何となく気になる

□歯ぐきがやせてきたみたい　　　　　　　　
□ときどき、歯が浮いたような感じがする
□歯と歯の間にものがつまりやすい　　
□指でさわってみて、少しグラつく歯がある。
□歯をみがいたあと、歯ブラシに血がついたり、
すすいだ水に血が混じることがある

□歯ぐきから膿が出たことがある

～みんなで防ごう土砂災害～
６月は土砂災害防止月間です

日頃から谷や裏山等の状況に注意していただき、異常がありましたらご連絡ください
 役場総務財政課（℡７２－００２８）島根県津和野土木事業所（℡７２－０５１１）

【こんな前ぶれがあったら早めの避難を！】

土砂災害の多くは雨が原因で起こります。１時間に２０ミリ以上、また
は降り始めてから１００ミリ以上になったら十分な注意が必要です。
・ご近所の皆さんと声をかけあって避難しましょう。
・お年寄りだけのお宅には、だれが連絡するかを決めておきましょう。
・単独行動はしないようにしましょう。
・就寝は山側から離れた部屋にしましょう。

・山鳴りがする
・川の流れが濁り流木が混ざりはじめる　　
・雨が降り続いているのに川の水位が下がる
・沢や井戸の水が濁る

JR
津
和
野
駅
前
が
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た

4
月
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
JR
津
和
野
駅
前
の
工

事
が
終
了
し
ま
し
た
。

生
ま
れ
変
わ
っ
た
駅
前

に
は
綺
麗
な
花
壇
が
整

備
さ
れ
、
町
を
訪
れ
た

観
光
客
を
色
と
り
ど
り

の
季
節
の
花
が
歓
迎
し

て
い
ま
す
。

営
業
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
＠
日
原
天
文
台

で
ん
き
を
消
し
て
ス
ロ
ー
な
夜
を
。

6
月
18
日
土
曜
日

問：日原天文台☎７４‐１６４６

歯の健康に関するお問合せは健康保険課（保健予防係）☎72-0657まで

約
千
個
の
キ
ャ
ン
ド
ル
の
ゆ
っ
た
り
と
し

た
灯
り
を
眺
め
な
が
ら
電
気
を
消
し
て
エ

ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？ 午

後
8
時
～
午
後
10
時
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私たちにどんな影響があるの？
不法投棄は、美しい自然や地域の景観をこわすだけでなく、そのゴミから出る有害なもの
が地中に浸透し、土壌や地下水を汚染したり、いやな臭いの原因となったりして、私たち
の健康や生活にも悪影響を与えることにもなります。
また、捨てるのは簡単ですが、もとの自然をとりもどすことはたいへんむずかしく、不法
投棄されたゴミの撤去にはたくさんの人の労力とお金がかかってしまいます。

5 年以下の懲役または１千万円以下の罰金です。
廃棄物処理法では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、不
法投棄は禁じられています。
この法律に違反すると 5年以下の懲役または 1千万円以下の罰金、さらに会社の場合には、
1億円以下の罰金という非常に厳しい罰則の対象となります。

不法投棄されないために！
自分の土地に不法投棄されないためには、まず自己防衛が必要です。
不法投棄されて、捨てた者が分らない場合、原則として、その土地の管理者がゴミの撤去
を行うことになります。不法投棄は、草木が生い茂ったり、管理が不十分な場所に多く見
られます。定期的に除草等を行ない、柵を設置したり、看板を立てたりして、ごみを捨て
られにくい環境づくりに努めましょう。また、できるだけ数多く見回ることも大事です。

ゴミと一緒にココロを捨てないで
「自分だけよければいい」「処理費用がもったいない」「少しぐらいなら・・」「ばれないだ
ろう・・」などの安易で無責任な気持ちで要らなくなったものを自分勝手にどこへでも捨
ててしまうことを不法投棄といいます。

なぜ不法投棄が起こるのか？
ゴミを処分するには、国や市町村のルールにしたがって、適正に処理しなければなり
ません。
しかし、「自分だけよければいい」「処理費用がもったいない」「少しぐらいなら・・」
「ばれないだろう・・」などの安易で無責任な気持ちから捨てられるケースがほとん
どです。

山間部の道路沿いや空き地などに、ゴミを自分勝手にどこへでも捨ててし
まうことを『不

ふ ほ う と う き
法投棄』といい、法律で禁止されており、決して許されな

い行為です。
一人ひとりのマナーと協力で不法投棄をなくし、大切な地球環境を守りま
しょう。

環境生活課
☎ 72-0309

町
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
要

請
を
受
け
て
、
町
政
に
関

す
る
説
明
や
、
職
員
の
持
つ
専
門

知
識
を
生
か
し
た
講
習
等
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
皆
さ
ん
の
ま
ち
づ

く
り
へ
の
参
加
意
識
を
高
め
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が

ら
共
に
学
ん
で
い
く
機
会
を
増
や

す
た
め
に
当
講
座
を
実
施
し
て
い

専
用
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

申
込
方
法

皆
さ
ん
に
お
願
い

当
日
の
会
場
な
ど
の
準
備
は
申

請
者
側
で
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
講
座
終
了
後
に
は
、
講

座
内
容
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

出前講座メニュー
No. 講座名 時間 担当課

1 選挙制度について 60 分 総務財政課

2 情報公開制度について 30 分 総務財政課

3 わがまちを守る消防団活動 20 分 総務財政課

4 日常のための防災
―安全と安心のために― 60 分 総務財政課

5 まちの台所事情について 60 分 総務財政課

6
5 年後、10 年後の集落の農
業を考えませんか？

45 分 農林課

7 農地転用には許可が必要です 30 分 農林課

8
わかりやすい地籍調査あれこ
れ

60 分 建設課

9 広報誌のつくり方 60 分 営業課

10 ふるさと納税について 30 分 営業課

11
地上デジタル放送がはじまり
ました

30 分 地域振興課

12 誰でもできる省エネ活動 40 分 地域振興課

13 ケーブルテレビ活用方法 60 分 地域振興課

14 みんなの地域のまちづくり 60 分 地域振興課

15 データで見る津和野町 40 分 地域振興課

16 津和野の歴史に関する講演会 60 分 教育委員会

17 文化財、史跡めぐり 120 分 教育委員会

18 文化財体験講座 120 分 教育委員会

19 図書館の便利な使い方 60 分 教育委員会

20 津和野の景観づくり 60 分 商工観光課

21 障がい者福祉の話し 30 分 福祉事務所

22 子ども手当ってなに？ 30 分 福祉事務所

23
医療費について知っておこう
!!

30 分 健康保険課

24 後期高齢者医療制度について 30 分 健康保険課

25 健康教室 60 分 健康保険課

26 認知症について 60 分 健康保険課

27 ごみの出し方について 60 分 環境生活課

28 男女共同参画のまちづくり 30 分 まちづくり政策課

29 協働のまちづくりについて 60 分 まちづくり政策課

30 行財政改革について 60 分 まちづくり政策課

町
政
に
関
す
る
イ
ロ
ハ
、お
届
け
し
ま
す

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ま
す
。

講
座
に
は
、
皆
さ
ん
の
役
に
立

つ
講
座
を
30
種
類
ご
用
意
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

講
座
の
開
催
に
は
、
事
前
の
申

込
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

を
記
入
し
て
営
業
課
ま
た
は
各
講
座

の
担
当
課
へ
提
出
し
ま
す
。

お
問
合
せ
先

営
業
課
☎
７
４
‐
０
０
９
２

申
込
は
開
催
日
の
20
日
前
ま
で
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※各講座の時間は目安です。講座の概要については、担当課へお
問合せください。町ホームページでも内容について確認できます。
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届出・手続きは必ず行ってください

▼▼

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に

住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方
す
べ
て
が
加
入
す
る

制
度
で
す
。

届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受
け

取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
が

少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
ら
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

万
一
の
と
き
に
は
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
役
場

へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

20
歳
に
な
っ
た
と
き

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
な
い
方
が
、
20
歳
に
な
っ

た
と
き
は
、
国
民
年
金
の
第
1
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、
役

場
に
「
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格

取
得
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

会
社
を
退
職
し
た
と
き

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
て
、
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
方
は
、
国
民
年
金
の
第
2
号

被
保
険
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
2
号
被
保
険
者
の
方
が
60
歳

に
な
る
前
に
、
会
社
な
ど
を
退
職

し
た
と
き
は
、
国
民
年
金
の
第
1

号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、

役
場
に
「
国
民
年
金
被
保
険
者
種

島
根
県
で
は
、
県
政
に
対
す

る
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

聴
き
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
っ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答

え
い
た
だ
く
「
し
ま
ね
ｗ
ｅ
ｂ
モ

ニ
タ
ー
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
活
動
内
容

年
10
回
程
度
、
県
政
の
課
題
な

ど
か
ら
選
定
し
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

実
施
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
パ

ソ
コ
ン
か
ら
回
答
し
ま
す
。

○
応
募
資
格

県
内
在
住
の
満
15
歳
以
上
の
方

人
権
は
、
人
間
が
幸
福
な

人
生
を
送
る
上
で
、
最

も
大
切
な
権
利
で
す
。
自
分
だ

け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
の
人

権
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

別
変
更
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

被
扶
養
配
偶
者
の
方
の

収
入
が
増
え
た
と
き

会
社
な
ど
に
勤
め
て
、
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る

方
の
妻
（
夫
）
の
方
（
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
）
は
、
国
民
年
金

の
第
3
号
被
保
険
者
に
な
っ
て
い

ま
す
。

第
3
号
被
保
険
者
の
方
の
収
入

な
ど
が
１
３
０
万
円
以
上
に
な
っ

た
と
き
は
、
第
1
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
役
場
に

「
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更

浜田年金事務所 ☎ 0855-22-0670
健康保険課 ☎ 72-0651国民年金からのお知らせ自動車税の納期とグリーン化税制

自動車に関わる税金について

▼しまね web モニター募集中
あなたの意見が必要です

▼ 6月 1日は、人権擁護委員法の施行日です
人権擁護委員制度をご存知ですか？

島根県西部県民センター ☎ 0855-29-5520

島根県広聴広報課
 ☎ 0852-22-6501

自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い
て

は
右
記
の
通
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

な
お
、
車
検
の
際
に
は
、
納
税

通
知
書
に
添
付
し
て
い
る
納
税
証

明
書
（
継
続
検
査
用
）
が
必
要
で

す
の
で
、
車
検
証
と
一
緒
に
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

口
座
振
替
又
は
ペ
イ
ジ
ー
で
納
付

さ
れ
た
方
へ
は
、
6
月
中
旬
に
納

税
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
3
月
31
日
ま
で
に

新
車
新
規
登
録
し
た
自
動
車
で
、

低
燃
費
か
つ
排
出
ガ
ス
性
能
が
地

球
環
境
に
や
さ
し
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
税
金
が
約
50
％
も
安
く
な

り
ま
す
。

ま
た
、
新
車
新
規
登
録
か
ら
11

年
が
経
過
し
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
及

び
13
年
が
経
過
し
た
ガ
ソ
リ
ン
車

で
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
持

ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
日
本

語
で
回
答
で
き
る
方

○
応
募
方
法

島
根
県
広
聴
広
報
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
し
ま
ね
ｗ
ｅ
ｂ
モ
ニ

タ
ー
」
か
ら
応
募
し
て
く
だ
さ

免
除
制
度
な
ど
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し

い
時
に
は
、
免
除
制
度
や
納
付
特

例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
は

役
場
ま
た
は
最
寄
り
の
年
金
事
務

所
で
可
能
で
す
。

相
談
先

国
民
年
金
に
つ
い
て
詳
し
く

知
り
た
い
方
は
、
役
場
の
国

民
年
金
窓
口
、
浜
田
年
金
事
務

所
ま
た
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」（
０
０
５
７
０
―
０
５
―

１
１
６
５
、一
般
の
固
定
電
話
で

は
、
市
内
通
話
料
金
で
ご
利
用
で

き
ま
す
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
携
帯
電
話
で「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

を
ご
利
用
さ
れ
る
と
、
通
話
料
は
全

額
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

届
」
を
提
出
し
ま
す
。

被
扶
養
配
偶
者
の
配
偶
者

が
退
職
し
た
と
き

配
偶
者
の
方
が
退
職
し
て
、
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者
で

な
く
な
る
と
、
第
3
号
被
保
険
者

か
ら
第
1
号
被
保
険
者
に
な
り
ま

す
の
で
、
役
場
に
「
国
民
年
金
被

保
険
者
種
別
変
更
届
」
を
提
出
し

ま
す
。

※
第
3
号
被
保
険
者
の
方
が
離
婚
し
た

と
き
に
も
、
第
1
号
被
保
険
者
に
な

る
た
め
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
老
齢
厚
生
年
金
等
を
受
け
る
権
利
を

も
っ
て
い
る
配
偶
者
の
方
が
65
歳

に
な
っ
て
第
2
号
被
保
険
者
で
な

く
な
っ
た
と
き
も
、
そ
れ
ま
で
第

3
号
被
保
険
者
だ
っ
た
方
は
、
第

1
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

国民年金に加入するとき、加入者の種別がかわるとき
事項 国民年金の種別

２０歳になったとき 年金未加入→第１号被保険者
会社を退職したとき 第２号被保険者→第１号被保険者
第３号被保険者の
パート収入が増えた
とき、配偶者が退職し
たとき、離婚したとき

第３号被保険者→第１号被保険者

国民年金に関する役場窓口は
本庁舎では税務住民課・総合
窓口（写真上）、津和野庁舎で
は健康保険課（写真下）で受
付けています。

年金に関する相談でお越しの
際には、あらかじめ年金証書
や年金手帳など基礎年金番号
がわかるモノをご持参いただ
くと便利です。

島根県URL
http://www.pref.
shimane.lg.jp/
kochokoho/webmoni/

※
年
間
の
回
答
回
数

に
応
じ
て
記
念
品

を
お
贈
り
し
ま
す
。

○
納
税
通
知
書
発
送
日

5
月
2
日
（
月
）
に
発
送
済

○
納
付
場
所

各
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
、
県
民
セ
ン

タ
ー
の
窓
口
、
ペ
イ
ジ
ー
に

よ
る
納
付
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
モ
バ
イ
ル

バ
ン
キ
ン
グ
、
ペ
イ
ジ
ー
対

応
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

及
び
Ｌ
Ｇ
Ｐ
車
は
、
税
金
が
約

10
％
高
く
な
り
ま
す
。

自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
税

制
に
つ
い
て
は
島
根
県
西
部
県

民
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

○
島
根
県
西
部
県
民
セ
ン
タ
ー
税
務

部
課
税
第
２
グ
ル
ー
プ

☎
０
８
５
５-

２
９-

５
７
３
７

納
期
限
は
5
月
31
日
で
す

	

～
自
動
車
税
の
納
期
内
納
付
に
つ
い
て
～

税
金
が
半
額
に
な
り
ま
す

	

～
自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
税
制
に
つ
い
て
～

い
。
応
募
は
随
時
受

付
け
て
い
ま
す
。

で
は
、
6
月
1
日
を
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
こ
の

日
を
中
心
に
全
国
的
に
特
設
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。
津
和
野

町
で
は
左
記
の
日
程
で
開
設
し

ま
す
。

特設相談所開設日
□津和野地区

6 月 1 日（水）
9：00 ～ 12：00
津和野町民センター

□日原地区
6 月 3 日（金）
9：30 ～ 14：30
山村開発センター

人権擁護委員は、あなたの
街の相談パートナーです。
相談は無料で秘密は厳守い
たしますので、困ったこと
があったら、お気軽にご相
談ください。

啓発活動重点目標
「みんなで築こう　人権の世
紀　～考えよう　相手の気
持ち　育てよう　思いやり
の心～」

問
：
税
務
住
民
課
☎
74
‐０
０
５
９

いよいよ健診がはじまります
現在、津和野町では女性のガン患者数が、男性は高血圧性疾患の患者数が県内
でも上位です。健診を受けて病気を早期発見・早期治療し健康な生活を送り
ましょう !! また、今まで健診を受けていない方や、最近健診を受けていない
方はぜひ受診をしてください。【問合先】健康保険課　0856 － 72 － 0651
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様々な行政情報をお伝えするコーナーです
町からの
お知らせ

難病に関する各事業の具体的な内容・エイズ検査に関するお問合せ先
益田保健所☎ 0856-31-9549

難病に関するお知らせ

１．難病専門相談

益田保健所では、定期的にエイズ検査を行っています（要予約）。
検査は、無料・匿名で、採血（５cc）から結果のお知らせまで約 1時間程度です。相談は、随時受付け
ています。また、6月 1日から 7日はHIV検査普及週間として、臨時の検査日を設けています。
検査日時：毎月第 1・3月曜日 9:30 ～ 11:00

２．難病患者家族のつどい
難病患者さんの療養上、日常生活上での悩み
や不安等の解消を図るため、専門医等の講話
や栄養士等による具体的な生活指導等を内容
としてつどいを開催します。

3．在宅療養生活用機器貸出制度
コミュニケーション機器を中心に貸し出し、難病患者

さんのコミュニケーションを支援する制度です。

気のことでひとりで悩んでませんか？

地域振興課　☎ 74-0038

環境生活課　☎ 72-0309

家庭から省エネに取り組みましょう

▼太陽光発電システム等の導入をお助けします

3 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金です

▼野焼きは法律で禁止されています

異
常
気
象
な
ど
を
は
じ
め
私

達
の
生
活
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
環
境
問
題
。

町
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
、

地
球
温
暖
化
防
止
へ
の
取
り
組
み

や
環
境
保
全
に
対
す
る
皆
さ
ん
の

意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
自
宅

に
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
（
エ
コ

キ
ュ
ー
ト
や
高
効
率
給
湯
器
）
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
て
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

○
対
象

１
．
町
内
に
居
住
す
る
住
宅
を

持
っ
て
い
る
方

２
．
町
内
に
居
住
を
予
定
し
て

い
る
住
宅
を
持
っ
て
い
る

方１
ま
た
は
２
に
該
当
す
る

方
で
新
し
く
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
ま
た
は
省
エ
ネ

設
備
を
設
置
す
る
場
合

○
補
助
額

【
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
】

５
万
円
（
出
力
1
ｋ
ｗ
あ
た

り
）※
３
ｋ
ｗ
、
15
万
円
が
上
限

ご
み
を
屋
外
で
燃
や
す
こ
と

を
野の

や焼
き
（
※
）と
呼
び
、

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」
に
よ
り
一
部
の
例
外

を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
に
違
反
し
た
場
合

は
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り

ま
す
。

こ
の
法
律
は
わ
た
し
達
の
生
活

環
境
保
全
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
物
を
焼
く
と
、
火
災
の

危
険
や
煙
害
、
悪
臭
と
い
っ
た
問

題
が
発
生
し
ま
す
。
特
に
ビ
ニ
ー

ル
や
ナ
イ
ロ
ン
な
ど
を
燃
や
す
と

有
害
物
質
が
煙
と
な
り
空
気
を
汚

染
し
、
残
っ
た
灰
に
も
有
害
物
質

が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
野
焼
き
を
す
る

こ
と
は
自
然
環
境
、
生
活
環
境
に

悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
大
き

【
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
】

５
万
円
（
1
台
あ
た
り
）

○
申
請
方
法

所
定
の
補
助
金
交
付
申
請
書
に

必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
添

付
書
類
を
役
場
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

○
必
要
書
類

１
．補
助
金
交
付
申
請
書

２
．工
事
見
積
明
細
書

３
．工
事
着
手
前
の
写
真

４
．町
税
等
の
滞
納
の
な
い
証
明

１
の
書
類
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○
提
出
窓
口

【
本
庁
舎
】 

地
域
振
興
課

【
津
和
野
庁
舎
】 

商
工
観
光
課

申
請
が
多
数
の
場
合
は
、
受
付
を

締
め
切
ら
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
家
庭
の

ご
み
は
野
焼
き
を
せ
ず
、
き
ち
ん

と
分
別
し
て
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
行

い
、
自
然
環
境
、
生
活
環
境
が
保

全
さ
れ
る
よ
う
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特別な例外
〇農林作業をするのに必要な焼却
（農作業で刈り取った雑草など）
〇日常生活で行われる焼却（草刈り
や剪定で出た草木の焼却など）
〇習慣上の行事などで行う焼却（と
んど焼き、山焼き）

※
ド
ラ
ム
缶
焼
却
、
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
焼

却
な
ど
も
含
み
ま
す
）

＊
生
活
環
境
の
保
全
上
著
し
い
支
障

を
生
ず
る
廃
ビ
ニ
ー
ル
の
焼
却
は

例
外
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

＊
す
す
や
煙
、
匂
い
な
ど
に
よ
り
周

辺
の
方
に
迷
惑
を
か
け
、
洗
濯
物

が
汚
れ
た
り
隣
近
所
に
不
快
感
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

や
む
を
得
ず
燃
や
す
場
合
は
、
周

囲
の
理
解
を
得
て
、
迷
惑
に
な
ら

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

一人で悩まずご相談ください

エイズ検査のお知らせ

身体の不調が続き受診しても原因がハッキリしな
い、難病と診断されているが療養生活や介護の方
法をどうしたらよいかなど、患者本人や家族の方
を対象に専門医による相談日を設けています。
秘密は厳守、相談は無料です。
ご希望であれば予約制としますのでその際はご連
絡ください。

日時 主な相談科目
７月１日（金）11時半～ 15時半 消化器内科

10月 22日（土）13時～ 15時半 眼科
※時間は予約制、会場は益田保健所です
７月 1日の難病相談（消化器内科）では石原俊治（島根大
学医学部付属病院・消化器内科医）による個別相談となり
ます。事前に下記まで電話にてお申込ください。
益田保健所医事・難病支援グループ☎ 0856-31-9549

難
病
サ
ロ
ン

家族に患者がいるがどうしたらいいのかわからない ･･･

同じ悩みを抱えている人の気持ちを知りたい

開設日：6 月 21 日（火）、9 月 20 日（火）、11 月 15 日（火）
時間：12 時 30 分～ 15 時 30 分
場所：浜田保健所（浜田市片庭町 254）

サロン開設当日は、センターの相談支援員や療養生活や就労などで
お困りの方の相談も受け付けます。
参加を希望される方は事前にご連絡ください

お問合せ先
財団法人島根難病研究所
しまね難病相談支援センター
☎ 0853-24-8510

9

9

ゆめタウン
浜田イズミ

文
原井小

浜田合
同庁舎

浜田
保健所
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【津和野共存病院　TEL:72-0660】
◆月曜日 / 循環器内科（午前 / 第２・４月曜日）
 整形外科（午後）
 小児科予防接種・乳児検診（午後 / 予約制）
◆火曜日 / 外科（午前）
◆水曜日 / 小児科予防接種・乳児検診（午後 / 予約制）
◆木曜日 / 外科（午前）耳鼻咽喉科（午後）
◆金曜日 / 整形外科（午前 / 午後）
※内科 : 月～金曜日（午前）、木曜日（午後２時から開始）

（日本神経学会専門医）初診の場合要予約
※小児科 : 予防接種・乳児検診は 13 時より開始です。
※耳鼻咽喉科 : 木曜日午後 2 時 15 分より開始です。
※整形外科：月曜日の診療は午後 1 時より開始です。

【日原診療所　TEL:74-0121】
◆月曜日 / 内科（午前 / 午後）
◆火曜日 / 内科（午前 / 午後）
　外科（第 1・3・5 火曜日、8 時半～9 時半）
　※受付は 9 時まで
◆水曜日 / 内科（午前）消化器内科検査のみ（午前）
◆木曜日 / 内科（午前）
◆金曜日 / 内科（午前 / 午後）
◆土曜日 / 内科（午前）　※毎週診療あり
　　　　　泌尿器科（午前）第 1・3・5
※泌尿器科の予約は 74－0121 まで
※水曜日・土曜日は、午前のみです。
※診療日程は、変更する場合があります。

【和﨑医院 TEL:72-0025】 
◆水曜日 / 肝臓病専門外来（日本肝臓学会専門医）/ 予約制
※当院では苦痛の少ない鼻からの胃カメラを行っています。
※循環器専門外来を行っています。
※リウマチ・膠原病専門外来を行っています。
※土曜日午後は診療しています

（14 時から17 時まで、ただし受付は 16 時 30 分まで）。
【つわぶき医院　TEL:72-3500】

◆火曜日 / ペインクリニック 15:00 ～ 18:00
◆木曜日 / ペインクリニック 9:00 ～ 12:30
※帯状疱疹後の疼痛や慢性の痛みでお悩みの方はご相談ください。
※通常の診療も行います。

◎明るい生活相談所
6月3日	（金）	 山村開発センター	 9:30～14:30
6月17日	（金）	 山村開発センター	 9:30～14:30
問 : 津和野町社会福祉協議会☎74-1617

◎無料人権相談
6月1日	（水）	 津和野町民センター	 9:00～12:00
6月3日	（金）	 山村開発センター	 9:30～14:30
問 : 税務住民課☎74-0059

◎無料行政相談
6月10日	（金）	 津和野町福祉センター	 10:00～12:00
6月17日	（金）	 山村開発センター	 9:30～14:30
問 : 総務財政課☎74-0028

◎手話生活相談
6月8日	 （水）	 役場本庁舎	 13:30～16:00
6月22日	（水）	 役場本庁舎	 13:30～16:00
問 : 津和野町福祉事務所☎72-0673

◎年金相談
6月24日	（金）	 津和野町民センター	 10:00～15:00
問 : 健康保険課☎72-0651

◎心配ごと相談
6月1日	 （水）	 木部公民館	 9:00～11:30
6月3日	（金）	 津和野町福祉センター	 13:30～15:00
6月10日	（金）	 畑迫公民館	 9:00～11:00
6月10日	（金）	 小川公民館	 13:30～15:30
6月10日	（金）	 津和野町福祉センター	 10:00～12:00
6月24日	（金）	 津和野町福祉センター	 10:00～12:00
問 : 津和野町社会福祉協議会☎72-1494

◎無料法律相談（要予約）
6月17日（金）	 保健福祉センターやまびこ	 13:00～16:00
問・予 : 津和野町社会福祉協議会☎72-1494

◎健康相談
6月6日	（月）	 山村開発センター	 13:30～15:30
6月20日	（月）	 山村開発センター	 13:30～15:30
問 : 健康保険課（保健予防係）☎72-0657

◎生活支援（精神障がい）相談（要予約）
毎日の生活の悩みをお気軽にお話しください。相談日程につ
いては、相談したい方と話し合って決定します。
まずは、お気軽にお問合せください。
問・予約 : 津和野町福祉事務所☎72-0673

◎育児相談 ※各会場の子育て支援センター内で行います
乳幼児の育児に関する相談、計測などを行います
6月2日（木）	 山村開発センター	10:30～11:30
6月21日（火）	 直地児童館	 10:30～11:30	
問：健康保険課（保健予防係）☎72-0657

◎断酒会（アルコールに関する相談）
6月8日	 （水）	 津和野町民センター	 19:00～21:00
6月15日	 （水）	 日原中央公民館	 19:00～21:00
問：断酒会鹿足支部（中田至）☎090-9061-8012

医 療 各 種 相 談

手話コミュニケーション
「市県民税の障害者控除？」「後期高齢者医療保険？」
これは4月にとある役所に来られた聴覚障がい者の訴
えです。担当課につなぎ、手話と文字と実物（文書）と
パンフレットを駆使して内容を担当職員さんと一緒にお
伝えしました。聴覚に障がいのある人の中には日本語で
書かれた文書の意味がわからない方もいます。そのこと
をご理解ください。

ご 案 内

◎幼児健診※6 月は日原地域にお住まいの方となります
6月7日（火）保健福祉センターやまびこ
１歳6ヶ月健診	H21.9.9～12.7	生まれの子	 13：00～13：15
２歳児健診	 H20.9.9～12.7生まれの子	 13：30～13：45
３歳児健診	 H19.9.9～12.17生まれの子	 14：00～14：15
対象者には事前に通知があります。通知が来ない時は、お問
い合わせください。
問：健康保険課（保健予防係）（☎72-0657）

◎自殺予防いのちの電話
日時：6月10日（金）午前８時～翌午前８時（24時間）
☎0120-738-556（フリーダイヤル）
内容：自殺予防に関する相談

◎就職フェアしまね（春期）
企業の採用担当者による面接、情報提供を行う就職面接会
を開催します。
□日時	：5月28日（土）午後１時から午後4時
□場所	：くにびきメッセ
□対象	：2012年3月大学等卒業予定者及び大学等卒業後

３年以内の未就職者で県内就職を希望する方
参加企業については、ジョブカフェしまねのホームページで
確認ができます。(http://www.jobcafe-shimane.jp/)
☎ジョブカフェしまね（0852-28-0694）

日原図書館の新刊図書
■「県庁おもてなし課」
	 有川	浩（著）	 角川書店
■「人生がときめく片付けの魔法」
	 近藤	麻理恵（著）	 サンマーク出版
■「里庭ガーデニング」
	 農文協
■「ちょちょら」
	 畠中	恵（著）	 新潮社
■「カップケーキのとっておきレシピ」
	 荻田	尚子（著）	 主婦と生活社
津和野図書館の新刊図書
■『四十九日のレシピ』
	 伊吹	有喜（著）	 ポプラ社
■『花の鎖』
	 湊	かなえ（著）	 文藝春秋
■『たかこ焼菓子店のシンプルおうち菓子レシピ』
	 稲田	多佳子（著）	 主婦と生活社
■『クレプスリー伝説（１）』
	 ダレン・シャン（著）	 小学館
■『ぴょんぴょんぱんのかばんです』
	 香山	美子（著）	 新日本出版社
（６月 30日は休館日です）

図 書 館 だ よ り

『新・手話教室　入門』対応実用手話単語集より転載
[発行 ] 財団法人全日本ろうあ連盟発行（TEL：03-3268-8847）

【右】

◎第 32 回富士山・青少年国際交流キャンプ
キャンプ生活や富士登山などの野外活動を共にしながら、
友情を深め、国際感覚を身につけ仲間と協力し助け合う楽し
さ、大切さを学んでみませんか？
□日時	：8月3日（水）～8月7日（日）
□場所	：山梨県立本栖湖青少年スポーツセンター
6月に全国主要９都市で説明会を実施予定です。
詳しくはお問合せください。（http://www.kskk.or.jp/)
問：財団法人	国際青少年研修協会（☎ 03-6459-4661）
◎労働保険年度更新のお知らせ（島根労働局）
労働保険(労災保険・雇用保険）に加入されている事業
主の方は、年度更新の手続きを６月１日から７月11日までの
間に行ってください。
労働保険の年度更新、所在地等の変更など、多くの手続

きについて電子申請がご利用いただけます。24時間いつで
もオフィス等からパソコンを使って申請などが可能ですので
是非ご利用ください。
電子申請について詳しくは厚生労働省ホームページをご確
認ください。
◎税務職員募集
国税庁では、税務職員を募集しています。税のスペシャリ
ストを目指してみませんか。試験に関する詳細については申
込先へお問合せください。
□資格：平成2年4月２日から平成6年４月１日生まれの者
□申込期間：6月21日から６月28日（28日通信日付印有効）
□申込・問合せ先：益田税務署総務課☎ 0856-22-0444
◎点訳奉仕員養成講習会
点訳技術を身につけ、本や雑誌・広報紙等を点訳して、
視覚障がい者が利用する点字図書等を製作します。テキスト
代として千円が必要となります。朗読奉仕員の養成講座も行
っています。
□対象：講習会終了後、継続して点訳奉仕活動が続けられる、

65歳未満の方
□日時：平成23年６月８日～平成24年２月22日（水曜日）

10:00～12:00（全２５回）
□会場：益田市市民学習センター（益田市元町１１-２６）
□締切:平成23年６月７日（火 )当日も受け付けます。
□申込・問合先：島根県西部視聴覚障害者情報センター

☎ 0855-24-9334

来月の広報つわのは…

毎年恒例！新一年生の紹介を予定しています
今年も元気いっぱいの新一年生とたくさん出会ってきました。
来月の広報では、そんな彼らの姿の紹介を企画しています。楽しみにお待ちください。



□住民基本台帳（平成 23 年 4 月末現在）
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